
大阪市知的障がい者雇用にかかるジョブコーチ派遣事業実施要領 

 

（目的） 

第１条 この事業は、知的障がい者雇用にかかる本市職員に対する事前研修な

どの就業相談並びに、本市が雇用する知的障がい者に対し、就業に関する相

談・助言・指導を行うことにより、「知的障がい者長期受け入れプロジェクト」

（以下「長期プロジェクト」という。）「知的障がい者短期受け入れプロジェク

ト」（以下「短期プロジェクト」という。）の円滑な実施と、本格的な採用の継

続に向けた支援手法の確立を目的とする。 

 

（実施方法等） 

第２条 この事業を実施するため、専任職員（以下「ジョブコーチ」という）を

配置する。 

 

（対象者） 

第３条 この事業の対象者は、本市が実施する長期プロジェクトで会計年度任

用職員として雇用された知的障がい者ならびに短期プロジェクト実習生とす

る。 

 

（事業の内容） 

第４条 この事業の内容は、概ね次のとおりとする。 

（１）本市職員に対する事前研修などの就業相談 

（２）会計年度任用職員に対する相談、助言、指導 

（３）短期プロジェクト実習生に対する相談、助言、指導 

 

（ジョブコーチの活動上の留意事項） 

第５条 ジョブコーチは、長期・短期プロジェクトを実施する所属ならびに大阪

市障がい者就業・生活支援センターとの密接な連携を図り、会計年度任用職員

に対し必要な支援を迅速かつ的確に提供できるよう努めなければならない。 

２ 生活支援ワーカーは、会計年度任用職員の身上及び家族に関する情報につ

いて、業務以外に用いてはならない。 

 

（実施状況の報告） 

第６条 相談、支援の内容その他の活動について個人ごとに記録するとともに、

毎月事業実施状況報告書を作成し、翌月 10日までに報告する。 

 



附則 

この要領は、令和３年４月１日から施行し、令和２年４月１日より適用する。 


